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「診療報酬改定結果検証部会」の設置について（案）  

平成18年4月19日改正  

E二二亘画   

「中央社会保険医療協議会の在り方の見直しについて」（平成16年10月  

27日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解）及び「中央社会保険医療協議  

会の新たな出発のために」（平成17年7月20日中医協の在り方に関する有  

識者会議）を踏まえ、「診療報酬改定の結果の検証を行い、これをその後の診  

療報酬改定に係る議論に繋げていく」ことを目的として、「診療報酬改定結果  

検証部会」を設置する。   

診療報酬改定の結果の検証の手法について調査審議を行いつつ、具体的に、  

診療報酬改定の結果の検証に取り組むこととする。  

（考えられる視点）  

G）医療糞全体の動向を踏まえた診療報酬改定全体の検証  

壇）個々の診療報酬改定が企図した効果を挙げているか、という観点からの検   

証  

③ 社会保障審議会において策定される診療報酬改定に係る基本方針に沿っ   

た改定が行われたかどうか、という観点からの検証  等  

（具体的な検証の進め方）  

○ 診療報酬改定に係る中医協の答申後、速やかに検証項目及び項目ごとの検   

証手法を整理し、検証方針を策定する。  

○ 当該検証方針に基づき、検証項目ごとに具体的な調査設計を行い、調査を   

実施し、この調査結果を基に診療報酬改定の結果を検証する。  

（検証結果の取扱いについて）  

○ 検証結果については、社会保障審議会の関係部会に報告すると共に、国民   

に分かりやすい形で公表することとする。  
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桓二重覇   

中医協公益委員全員及び専門委員（結果検証担当）により構成する。   

なお、必要に応じ、支払側委員及び診療側委員等の関係者を参集することが  

できることとする。  

直：重要  

（1）会議は、公開とする。  

（2）庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。  
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（参考）  

「中央社会保険医療協議会の在り方の見直しについて」  

（平成16年10月27日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解）（抄）  

里医協の審議の透明性の確保について  

（診療報酬改定の結果の検証のための新たな部会の設置について）  

○ 診療報酬改定の結果については、中医協の場において、医療真の動向の報   

告等が行われてきたが、これまで、診療報酬改定に至る取組と比べ、その取   

組は不十分であったと言わざるを得ない。審議の透明性の確保の観点からも、   

診療報酬改定の結果の検証を行い、これをその後の議論に繋げていくことが   

必要である。  

○ このため、中医協の中に、公益委員を中心として、診療報酬改定の結果の   

検証のための新たな部会を設置することとし、その具体的な体制の在り方に   

ついて、平成16年度中に結論を得ることとする。  

「中央社会保険医療協議会の新たな出発のために」  

（平成17年7月20日中医協の在り方に関する有識者会議）（抄）  

能の強化について  

○ 現在、中医協においては、診療報酬改定に係る審議は精力的に行われてい   

る一方、診療報酬改定の結果の検証については、医療費の動向の報告等が行   

われてきた程度で、診療報酬改定に至る取組と比べ、その取組は不十分であ   

ったと考えられる。  

○ 今後、中医協においては、診療報酬改定の結果の検証を行い、これをその   

後の診療報酬改定に係る議論に繋げていく取組が求められていると言える   

が、このような診療報酬改定の結果を検証して国民に分かりやすく説明し、   

国民の評価に資する機能を、新たな公益機能として、公益委員に担わせるべ   

きである。  
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○ なお、今後、公益委員が診療報酬改定の結果の検証の機能を適切に担って   

いくためには、公益委員の中に、医療経済、財政、会計等の専門家が必要と   

されてくるものと思われる。  

事後評価の在り方について  

○ 前述のとおり、今後、中医協においては、診療報酬改定の結果の検証を行   

い、これをその後の診療報酬改定に係る議論に繋げていく取組が求められて   

いると言える。  

○ 診療報酬改定の結果の検証に当たっては、「個々の診療報酬改定が企図し   
た効果を挙げているか」といった観点からの検証のほか、「そもそも厚生労   

働大臣の下における他の諮問機関が策定した診療報酬改定に係る基本方針   

に沿った改定が行われたかどうか」といった観点からの検証も必要となる。  

○ 検証に当たっては、公益委員がその機能を担うべきであるが、必要に応じ   

て専門的な立場から調査を実施する者の活用についても検討していくべき   

である。  

○ また、検証の結果については、これを公表して国民の目にさらすとともに、   

その批判に耐え得るような内容のものとしていくべきである。  

④   




